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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成23年3月3日(2011.3.3)

【公開番号】特開2009-198853(P2009-198853A)
【公開日】平成21年9月3日(2009.9.3)
【年通号数】公開・登録公報2009-035
【出願番号】特願2008-41046(P2008-41046)
【国際特許分類】
   Ｇ０９Ｆ   9/30     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  27/32     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  51/50     (2006.01)
   Ｈ０５Ｂ  33/02     (2006.01)
   Ｈ０５Ｂ  33/10     (2006.01)
   Ｈ０５Ｂ  33/24     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０９Ｆ   9/30    ３３８　
   Ｇ０９Ｆ   9/30    ３６５Ｚ
   Ｈ０５Ｂ  33/14    　　　Ａ
   Ｈ０５Ｂ  33/02    　　　　
   Ｈ０５Ｂ  33/10    　　　　
   Ｈ０５Ｂ  33/24    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成23年1月14日(2011.1.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　有機エレクトロルミネセンス発光層を一対の電極で挟んで形成される有機エレクトロル
ミネセンス素子と、
　第１の半導体層を有し、前記有機エレクトロルミネセンス素子をアクティブ駆動するス
イッチング素子と、
　前記スイッチング素子の上方に形成された遮光膜と、
　前記スイッチング素子と前記遮光膜との間に、前記有機エレクトロルミネセンス素子の
前記一対の電極の一方の一部を開口する開口部を有する光透過性の絶縁膜と、を有し、
　前記有機エレクトロルミネセンス素子の前記一対の電極の他方は、光反射性であるとと
もに前記遮光膜上を覆う、
　ことを特徴とする有機エレクトロルミネセンス表示装置。
【請求項２】
　前記遮光膜は第２の半導体層を有し、前記第２の半導体層は、前記スイッチング素子の
前記第１の半導体層と同じ材料を含む、
　ことを特徴とする請求項１記載の有機エレクトロルミネセンス表示装置。
【請求項３】
　前記スイッチング素子は、ソース、ドレイン電極を有し、前記スイッチング素子の前記
第１の半導体層のチャネル形成領域の上方が前記ソース、ドレイン電極間において露出さ
れた構造であり、前記遮光膜は、前記スイッチング素子の前記第１の半導体層の前記チャ
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ネル領域の上部に位置する、
　ことを特徴とする請求項１又は２記載の有機エレクトロルミネセンス表示装置。
【請求項４】
　前記遮光膜の膜厚は、前記スイッチング素子の前記第１の半導体層の膜厚以上の厚さで
ある、
　ことを特徴とする請求項１乃至３の何れかに記載の有機エレクトロルミネセンス表示装
置。
【請求項５】
　前記絶縁膜と前記一対の電極の他方との間に光透過性の第２絶縁膜が介在している、
　ことを特徴とする請求項１乃至４の何れかに記載の有機エレクトロルミネセンス表示装
置。
【請求項６】
　有機エレクトロルミネセンス発光層を一対の電極で挟んで形成される有機エレクトロル
ミネセンス素子を有する有機エレクトロルミネセンス表示装置の製造方法において、
　基板の上に、第１の半導体層を有し、前記有機エレクトロルミネセンス素子をアクティ
ブ駆動するスイッチング素子を形成するスイッチング素子形成工程と、
　前記スイッチング素子の上に光透過性の絶縁膜を形成する、絶縁膜形成工程と、
　前記絶縁膜の上に遮光膜を形成する、遮光膜形成工程と、
　前記一対の電極の一方の一部を開口する前記絶縁膜の開口部内に前記有機エレクトロル
ミネセンス発光層を形成する有機エレクトロルミネセンス発光層形成工程と、
　前記遮光膜の上方及び前記有機エレクトロルミネセンス発光層上に光反射性の前記一対
の電極の他方を形成する一対の電極の他方形成工程と、を有する、
　ことを特徴とする有機エレクトロルミネセンス表示装置の製造方法。
【請求項７】
　前記遮光膜は第２の半導体層を有し、前記第２の半導体層は、前記スイッチング素子の
前記第１の半導体層と同じ材料を含む、
　ことを特徴とする請求項６記載の有機エレクトロルミネセンス表示装置の製造方法。
【請求項８】
　前記スイッチング素子の前記第１の半導体層及び前記遮光膜の前記第２の半導体層は、
プラズマ化学気相成長法により形成され、
　前記スイッチング素子の前記第１の半導体層の形成における高周波電力の電力密度より
、前記遮光膜の前記第２の半導体層の形成における高周波電力の電力密度のほうが大きい
、
　ことを特徴とする請求項７記載の有機エレクトロルミネセンス表示装置の製造方法。
【請求項９】
　前記絶縁膜と前記遮光膜とは、同一のチャンバ内において真空中で連続して成膜される
ことにより形成される、
　ことを特徴とする請求項６乃至８の何れかに記載の有機エレクトロルミネセンス表示装
置の製造方法。
【請求項１０】
　前記絶縁膜と前記一対の電極の他方との間に光透過性の第２絶縁膜を形成する第２絶縁
膜形成工程を有する、
　ことを特徴とする請求項６乃至９の何れかに記載の有機エレクトロルミネセンス表示装
置の製造方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
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　上記目的を達成するため、この発明の第１の観点に係る有機エレクトロルミネッセンス
表示装置は、
　有機エレクトロルミネセンス発光層を一対の電極で挟んで形成される有機エレクトロル
ミネセンス素子と、
　第１の半導体層を有し、前記有機エレクトロルミネセンス素子をアクティブ駆動するス
イッチング素子と、
　前記スイッチング素子の上方に形成された遮光膜と、
　前記スイッチング素子と前記遮光膜との間に、前記有機エレクトロルミネセンス素子の
前記一対の電極の一方の一部を開口する開口部を有する光透過性の絶縁膜と、を有し、
　前記有機エレクトロルミネセンス素子の前記一対の電極の他方は、光反射性であるとと
もに前記遮光膜上を覆うことを特徴とする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　前記遮光膜は第２の半導体層を有し、前記第２の半導体層は、前記スイッチング素子の
前記第１の半導体層と同じ材料を含む、ことが好ましい。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　前記スイッチング素子と前記遮光膜との間に、前記有機エレクトロルミネセンス素子の
前記一対の電極の一方の一部を開口する開口部を有する光透過性の絶縁膜が介在している
。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　前記絶縁膜と前記一対の電極の他方との間に光透過性の第２絶縁膜が介在していてもよ
い。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　上記目的を達成するため、この発明の第２の観点に係る有機エレクトロルミネッセンス
表示装置の製造方法は、
　有機エレクトロルミネセンス発光層を一対の電極で挟んで形成される有機エレクトロル
ミネセンス素子を有する有機エレクトロルミネセンス表示装置の製造方法において、
　基板の上に、第１の半導体層を有し、前記有機エレクトロルミネセンス素子をアクティ
ブ駆動するスイッチング素子を形成するスイッチング素子形成工程と、
　前記スイッチング素子の上に光透過性の絶縁膜を形成する、絶縁膜形成工程と、
　前記絶縁膜の上に遮光膜を形成する、遮光膜形成工程と、
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　前記一対の電極の一方の一部を開口する前記絶縁膜の開口部内に前記有機エレクトロル
ミネセンス発光層を形成する有機エレクトロルミネセンス発光層形成工程と、
　前記遮光膜の上方及び前記有機エレクトロルミネセンス発光層上に光反射性の前記一対
の電極の他方を形成する一対の電極の他方形成工程と、を有する、ことを特徴とする。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　前記遮光膜は第２の半導体層を有し、前記第２の半導体層は、前記スイッチング素子の
前記第１の半導体層と同じ材料を含む、ことが好ましい。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　前記スイッチング素子の前記第１の半導体層及び前記遮光膜の前記第２の半導体層は、
プラズマ化学気相成長法により形成され、
　前記スイッチング素子の前記第１の半導体層の形成における高周波電力の電力密度より
、前記遮光膜の前記第２の半導体層の形成における高周波電力の電力密度のほうが大きい
、ことが好ましい。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　前記絶縁膜と前記遮光膜とは、同一のチャンバ内において真空中で連続して成膜される
ことにより形成されてもよい。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
　前記絶縁膜と前記一対の電極の他方との間に光透過性の第２絶縁膜を形成する第２絶縁
膜形成工程を有してもよい。
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